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〔
商
法
　
三
三
七
〕
　
競
業
避
止
契
約
と
株
主
総
会
の
特
別
決
議

（
螺
講
罫
識
睡
窮
轄
漱
一
二
饗
控
訴
・
）
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〔
判
示
事
項
〕

一
、
既
に
廃
止
し
た
営
業
に
関
す
る
権
利
の
譲
渡
は
．
商
法
第
二
四
五
条

第
一
項
第
一
号
に
言
う
「
重
要
ナ
営
業
ノ
一
部
ノ
譲
渡
」
に
は
当
た
ら
な

い
が
、
こ
れ
に
伴
っ
て
競
業
避
止
契
約
が
締
結
さ
れ
る
場
合
に
は
、
商
法

第
二
四
五
条
第
｝
項
第
一
号
が
類
推
適
用
さ
れ
る
。

二
、
地
域
お
よ
び
期
間
を
限
定
し
な
い
競
業
避
止
契
約
は
．
公
序
良
俗
に

違
反
し
て
無
効
で
あ
る
。

〔
参
照
条
文
〕

　
商
法
第
二
四
五
条
第
一
項
第
一
号

　
民
法
第
九
〇
条

〔
事
　
実
〕

　
Y
会
社
（
被
告
）
は
、
昭
和
四
〇
年
一
一
月
皿
○
日
に
、
語
学
の
総
合

サ
ー
ピ
ス
業
務
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
た
資
本
金
三
〇
〇

〇
万
円
の
株
式
会
社
で
あ
る
．
Y
会
社
は
、
昭
和
四
九
年
末
ま
で
は
、
国

際
会
議
部
、
国
際
事
業
部
お
よ
び
役
員
室
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
国
際

会
議
部
は
、
企
画
運
営
課
と
教
育
課
か
ら
な
り
、
国
際
会
議
関
係
の
通

訳
・
翻
訳
制
作
業
務
、
国
際
会
議
の
設
営
、
運
営
お
よ
び
管
理
の
業
務
な

ら
び
に
日
本
語
・
英
語
の
同
時
通
訳
の
養
成
を
担
当
し
て
い
た
。
国
際
事

業
部
は
、
営
業
第
一
課
、
同
第
二
課
、
ホ
テ
ル
営
業
課
か
ら
な
り
、
国
際

会
議
に
関
連
し
な
い
通
訳
、
翻
訳
制
作
業
務
お
よ
び
ホ
テ
ル
に
お
け
る
秘

書
関
連
業
務
を
担
当
し
て
い
た
。
昭
和
四
九
年
五
月
一
日
に
、
Y
会
社
の

組
織
の
再
編
成
が
行
わ
れ
、
国
際
会
議
部
に
国
際
事
業
部
が
吸
収
さ
れ
る

と
と
も
に
、
国
際
会
議
部
の
教
育
課
お
よ
び
役
員
室
の
留
学
指
導
セ
ン
タ

ー
と
併
せ
て
教
育
事
業
部
が
新
設
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
国
際
会
議
部
の

担
当
業
務
は
、
通
訳
・
翻
訳
制
作
業
務
一
切
お
よ
び
国
際
会
議
関
連
業
務

な
ら
び
に
ホ
テ
ル
の
カ
ウ
ン
タ
ー
に
お
け
る
秘
書
業
務
と
な
っ
た
。

　
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
二
日
に
、
Y
会
社
の
代
表
取
締
役
A
は
、
国
際

会
議
部
の
全
職
員
に
対
し
て
、
同
月
二
七
日
限
り
で
国
際
会
議
部
を
解
散

す
る
旨
を
通
告
し
、
同
部
は
同
目
解
散
さ
れ
、
職
員
は
全
員
解
雇
さ
れ
た
。

　
右
解
散
当
時
、
Y
会
社
の
取
締
役
兼
国
際
会
議
部
部
長
で
あ
っ
た
B
は
、
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昭
和
五
一
年
二
月
二
七
日
に
、
Y
会
社
を
代
表
す
る
A
と
の
間
で
、
大
要

次
の
内
容
の
契
約
（
以
下
、
「
本
件
契
約
」
と
い
う
）
を
締
結
し
た
。

第
一
条
Y
会
社
は
、
権
利
譲
渡
に
関
す
る
法
的
手
続
を
完
了
し
た
上
、

　
　
　
　
B
に
対
し
以
下
の
権
利
を
譲
渡
す
る
．

　
　
　
1
　
国
際
観
光
振
興
会
管
轄
の
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
推
進
会
議
の
メ

　
　
　
　
　
ン
バ
ー
の
権
利

　
　
　
2
一
暮
①
醤
彗
一
〇
葛
一
〇
8
讐
①
器
四
呂
O
o
馨
①
暮
一
8
卜
器
8
一
暮
一
〇
ロ

　
　
　
　
　
の
メ
ン
バ
！
の
権
利

　
　
　
3
　
評
。
菖
o
＞
器
”
ギ
薯
巴
卜
器
8
一
暮
一
8
の
メ
ン
バ
ー
の
権
利

　
　
　
4
　
Y
会
社
の
国
際
会
議
部
で
実
施
し
て
き
た
全
業
務
（
た
だ
し
、

　
　
　
　
　
ヒ
ル
ト
ン
、
ニ
ュ
ー
オ
ー
タ
ニ
、
京
王
プ
ラ
ザ
の
各
ホ
テ
ル

　
　
　
　
　
に
お
け
る
ホ
テ
ル
カ
ウ
ソ
タ
ー
ピ
ジ
ネ
ス
を
除
く
。
）
を
推

　
　
　
　
　
進
す
る
権
利

　
　
　
5
　
関
係
ス
タ
ッ
フ
リ
ス
ト

第
二
条
Y
は
、
第
一
条
に
よ
る
権
利
譲
渡
後
、
そ
の
名
称
の
い
か
ん
を

　
　
　
　
問
わ
ず
．
B
又
は
B
が
設
立
す
る
新
会
社
が
行
う
コ
ン
ベ
ソ
シ

　
　
　
　
ョ
ン
関
連
事
業
と
競
業
す
る
業
務
を
行
わ
な
い
。

第
七
条
　
第
一
条
の
権
利
譲
渡
の
対
価
は
金
二
〇
〇
万
円
と
し
、
昭
和
五

　
　
　
　
一
年
二
月
二
七
日
に
金
三
〇
万
円
、
同
月
一
三
日
に
金
七
〇
万

　
　
　
　
円
を
各
支
払
い
、
残
金
は
Y
会
社
と
B
と
が
協
議
し
て
割
賦
に

　
　
　
　
ょ
り
支
払
う
。

　
こ
の
契
約
に
お
い
て
は
、
B
が
新
会
社
の
設
立
と
同
時
に
、
新
会
社
を

し
て
本
件
契
約
上
の
権
利
義
務
を
承
継
さ
せ
る
こ
と
が
合
意
さ
れ
て
い
た
．

　
昭
和
五
一
年
四
月
二
五
日
に
、
B
は
．
自
ら
代
表
取
締
役
と
な
っ
て
X

株
式
会
社
（
原
告
）
を
設
立
し
、
本
件
契
約
に
か
か
る
業
務
を
承
継
し
て
．

そ
れ
を
営
ん
だ
が
、
Y
会
社
は
、
そ
の
後
も
国
際
部
を
存
続
さ
せ
、
X
会

社
の
中
止
要
求
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
際
会
議
関
連
業
務
な
ら
び
に
通
訳

お
よ
び
翻
訳
制
作
業
務
を
続
け
、
X
会
社
の
業
務
と
競
合
す
る
状
態
が
続

い
た
．
そ
こ
で
、
X
会
社
は
、
本
件
契
約
に
基
づ
き
、
Y
会
社
の
国
際
会

議
関
連
業
務
お
よ
び
通
訳
並
び
に
翻
訳
制
作
業
務
の
差
止
を
求
め
て
、
本

訴
を
提
起
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
Y
会
社
は
、
本
件
契
約
第
二
条
で
い
う
コ
ソ
ベ
ソ
シ

ョ
ソ
関
連
事
業
の
内
容
は
、
国
際
会
議
関
連
業
務
並
び
に
こ
れ
に
関
連
す

る
通
訳
お
よ
び
翻
訳
制
作
業
務
を
言
う
も
の
で
あ
っ
て
、
国
際
会
議
に
関

連
し
な
い
通
訳
お
よ
び
翻
訳
制
作
は
含
ま
れ
ず
、
ま
た
同
条
で
規
定
す
る

競
業
避
止
義
務
の
文
言
は
、
単
な
る
精
神
的
努
力
を
掲
げ
た
も
の
に
す
ぎ

ず
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
差
止
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
具
体
的
義
務

を
負
担
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
等
と
し
て
、
本
件
契
約
に
お
け
る
約
定
の

趣
旨
を
争
い
．
抗
弁
と
し
て
、
本
件
契
約
第
一
条
に
よ
る
Y
会
社
の
国
際

会
議
部
の
営
業
の
譲
渡
は
、
商
法
第
二
四
五
条
一
項
一
号
に
い
う
営
業
の

重
要
な
る
一
部
の
譲
渡
に
該
当
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
に
つ
い
て

Y
会
社
の
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
て
い
な
い
の
で
、
無
効
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
右
権
利
譲
渡
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
競
業
禁

止
契
約
も
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
、
仮
に
こ
の
抗
弁
が
理
由
が
な
い
と
し

て
も
、
本
件
契
約
中
の
競
業
避
止
条
項
は
、
Y
会
社
が
競
業
を
避
止
す
べ

き
期
間
お
よ
び
地
域
に
つ
い
て
何
ら
限
定
を
加
え
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、

153
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Y
会
社
の
営
業
の
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
が
甚
だ
し
い
の
で
、
公
序
良
俗

に
反
し
て
無
効
で
あ
る
，
と
主
張
し
た
。

〔
判
　
旨
〕
　
請
求
棄
却

　
Y
会
社
は
、
…
…
資
本
金
五
〇
万
円
を
も
っ
て
設
立
さ
れ
た
株
式
会
社

で
あ
る
が
、
…
…
財
界
人
の
応
援
を
得
て
資
本
金
三
〇
〇
〇
万
円
に
増
資

さ
れ
、
…
…
代
表
取
締
役
で
あ
る
A
の
持
株
数
は
発
行
済
株
式
総
数
六
万

株
の
う
ち
二
〇
〇
〇
株
で
あ
り
、
Y
会
社
は
中
小
企
業
で
あ
り
な
が
ら
、

所
有
と
経
営
と
が
ほ
ぼ
完
全
に
分
離
し
て
い
る
会
社
で
あ
っ
た
。
…
…
本

件
契
約
第
二
条
に
お
い
て
被
告
が
競
業
避
止
を
約
し
た
『
コ
ソ
ベ
ン
シ
ョ

ン
関
連
事
業
』
の
内
容
に
つ
い
て
判
断
す
る
に
、
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ソ
関
連

事
業
と
は
、
Y
会
社
の
国
際
会
議
部
が
解
散
当
時
行
っ
て
い
た
業
務
、
即

ち
、
国
際
会
議
関
連
業
務
お
よ
び
国
際
会
議
に
関
連
し
な
い
通
訳
、
翻
訳

制
作
業
務
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
…
…
次
に
本

件
第
二
条
の
競
業
禁
止
条
項
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
…
…
Y
会
社
は
、
コ

ソ
ベ
ン
シ
ョ
ン
関
連
事
業
を
行
わ
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と

異
な
る
趣
旨
に
解
釈
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

…
…
本
件
契
約
を
締
結
す
る
に
つ
き
Y
会
社
の
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を

経
て
い
な
い
こ
と
は
、
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
．
と
こ
ろ
で
、
商
法
第

二
四
五
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
り
そ
の
譲
渡
に
つ
き
株
主
総
会
の
特
別
決

議
を
必
要
と
す
る
『
営
業
の
重
要
な
一
部
』
と
は
、
一
定
の
営
業
目
的
の

た
め
に
組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
財
産
（
得
意
先
関

係
等
の
経
済
的
価
値
あ
る
事
実
関
係
を
含
む
。
）
の
重
要
な
一
部
を
意
味

す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
…
…
Y
会

社
の
国
際
会
議
部
で
行
っ
て
い
た
国
際
会
議
関
連
の
業
務
及
び
通
訳
、
翻

訳
制
作
業
務
は
、
機
械
等
の
工
作
物
や
不
動
産
等
を
有
機
的
に
結
合
さ
せ
、

こ
れ
を
活
用
し
て
、
業
務
を
行
う
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
全
く
の
人
的

サ
ー
ビ
ス
業
務
で
あ
り
、
受
注
し
た
仕
事
を
職
員
が
通
訳
等
外
部
の
専
門

的
ス
タ
ヅ
フ
を
活
用
し
て
遂
行
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
営
業
用
財
産
と

し
て
格
別
に
重
要
な
も
の
は
な
く
、
い
わ
ば
人
そ
の
も
の
が
客
観
的
意
義

の
営
業
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
Y
会
社

は
、
昭
和
五
〇
年
剛
二
月
二
七
日
を
も
っ
て
国
際
会
議
部
を
廃
止
し
．
職

員
も
全
員
解
雇
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
契
約
の
時
点
で
は
、
国
際

会
議
部
の
営
業
そ
の
も
の
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
な
お
、
本
件
契
約
第
一
条
に
は
、
譲
渡
の
対
象
と
し
て
業
者
団
体
の

メ
ン
バ
ー
や
ス
タ
ッ
フ
リ
ス
ト
の
ほ
か
「
旧
国
際
会
議
部
の
全
業
務
推
進

の
権
利
（
四
項
）
」
と
あ
り
、
こ
の
文
言
か
ら
す
る
と
、
あ
た
か
も
Y
会

社
の
国
際
会
議
部
の
営
業
が
そ
の
ま
ま
X
会
社
に
引
き
継
が
れ
た
か
の
如

く
見
え
、
ま
た
《
証
拠
略
〉
に
よ
れ
ば
、
B
の
意
識
と
し
て
は
そ
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
文
言
自
体
甚
だ
不
明
確
で
あ

り
、
本
件
全
証
拠
に
よ
る
も
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
実
際
に
何
が
X
会
社
に

移
転
さ
れ
た
の
か
は
明
ら
か
と
な
ら
ず
、
こ
の
条
項
は
、
Y
会
社
の
国
際

会
議
部
の
営
業
が
存
在
し
、
こ
れ
が
X
会
社
に
譲
渡
さ
れ
た
と
す
る
根
拠

に
は
な
り
得
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
以
上
の
と
お
り
、
本
件
契
約

は
Y
会
社
の
営
業
の
重
要
な
一
部
の
譲
渡
に
当
た
ら
な
い
と
い
わ
ざ
る
を

得
ず
、
こ
れ
を
前
提
と
す
る
Y
会
社
の
主
張
は
直
ち
に
は
肯
認
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
。
…
…
し
か
し
翻
っ
て
考
え
る
に
、
商
法
第
二
四
五
条
一
項
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一
号
が
Y
会
社
の
重
要
な
一
部
を
譲
渡
す
る
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
特
別

決
議
を
要
求
し
て
い
る
の
は
、
か
か
る
行
為
に
よ
っ
て
事
実
上
当
該
営
業

を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
み
な
ら
ず
、
法
律
上
も
一
定
の
地
域
及

び
期
間
内
に
お
い
て
競
業
避
止
義
務
を
負
い
、
将
来
当
該
営
業
を
行
う
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
た
め
、
会
社
の
利
益
、
つ
ま
り
は
当
該
営
業
の
た
め

に
出
資
を
し
た
株
主
の
利
益
に
大
き
な
影
響
を
及
ぽ
す
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
会
社
が
あ
る
営
業
を
廃
止
し
、
そ
れ
に
引
続
い
て

行
わ
れ
た
そ
の
営
業
に
関
す
る
権
利
ま
た
は
地
位
の
譲
渡
…
…
に
あ
わ
せ

て
、
地
域
的
及
び
時
間
的
な
制
限
も
設
け
ず
右
営
業
に
つ
い
て
競
業
避
止

義
務
を
負
う
旨
を
約
す
る
こ
と
は
、
…
…
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
の
類

推
適
用
に
よ
り
、
株
主
総
会
の
決
議
が
必
要
と
さ
れ
る
と
解
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
．
…
…
そ
し
て
…
…
国
際
会
議
部
の
収
入
は
、
Y
会
社
の
全
営

業
収
入
の
過
半
を
占
め
て
い
た
こ
と
、
…
…
し
た
が
っ
て
Y
会
社
の
国
際

会
議
部
の
営
業
は
、
Y
会
社
の
営
業
の
重
要
な
一
部
に
該
当
す
る
と
認
め

る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
よ
う
な
営
業
の
廃
止
に
引
続
き
、
何
ら
株
主
総
会

の
決
議
な
く
し
て
締
結
さ
れ
た
右
と
同
一
の
営
業
に
つ
い
て
の
本
件
競
業

避
止
契
約
は
、
無
効
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
仮
に
、
本
件
競
業
禁

止
契
約
に
つ
ぎ
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
の
類
推
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い

と
し
て
も
、
…
…
競
業
を
避
止
す
べ
き
期
間
お
よ
び
地
域
を
限
定
し
な
い

絶
対
的
な
競
業
避
止
契
約
は
、
…
…
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
し

て
無
効
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

〔
研
　
究
〕

　
判
旨
の
構
成
に
も
、
ま
た
結
論
に
つ
い
て
も
、
賛
成
で
き
な
い
。

口
　
本
件
契
約
は
営
業
譲
渡
に
該
当
す
る
か

　
判
旨
は
、
商
法
第
二
四
五
条
一
項
一
号
に
い
う
「
営
業
ノ
重
要
ナ
ル
一

部
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
判
例
（
最
大
判
昭
和
四
〇
年
九
月
二
二
日
、
民

集
一
九
・
六
・
一
六
〇
）
に
し
た
が
っ
て
、
』
定
の
営
業
目
的
の
た
め

組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
財
産
（
得
意
先
関
係
等
の

経
済
的
価
値
あ
る
事
実
関
係
を
含
む
。
）
の
重
要
な
一
部
を
意
味
す
る
。
」

と
解
し
て
い
る
．

　
同
条
同
項
同
号
に
言
う
「
営
業
ノ
譲
渡
」
の
意
義
に
つ
い
て
の
学
説
を

大
別
す
る
と
、
営
業
目
的
の
た
め
組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機

能
す
る
財
産
の
譲
渡
を
目
的
と
す
る
債
権
契
約
で
あ
る
と
す
る
説
（
営
業

財
産
説
）
と
、
こ
の
よ
う
な
営
業
用
財
産
の
譲
渡
の
ほ
か
に
譲
受
人
に
お

け
る
営
業
活
動
の
承
継
（
営
業
主
と
し
て
の
地
位
の
引
き
継
ぎ
）
を
も
併

せ
て
目
的
と
す
る
債
権
契
約
で
あ
る
と
す
る
説
（
地
位
承
継
説
）
、
目
と
に

分
け
ら
れ
る
（
服
部
栄
三
・
商
法
総
則
〔
第
二
版
一
九
八
一
〕
三
九
九
～

四
〇
二
参
照
）
。

　
筆
者
と
し
て
は
、
営
業
財
産
説
の
立
場
を
採
り
、
「
営
業
ノ
譲
渡
」
と

は
、
営
業
目
的
の
た
め
組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
財

産
（
積
極
的
財
産
と
消
極
的
財
産
か
ら
成
り
、
積
極
的
財
産
に
は
、
物
と

権
利
の
ほ
か
に
、
営
業
上
の
秘
訣
、
得
意
先
関
係
、
人
間
関
係
、
名
声
、

信
用
、
ノ
ウ
ハ
ウ
、
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
等
の
財
産
的
価
値
あ
る
事
実
関
係
が

含
ま
れ
る
．
）
を
一
括
し
て
譲
渡
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
一
個
の
債
権

契
約
で
あ
る
と
理
解
す
る
。

　
本
件
契
約
が
商
法
第
二
四
五
条
一
項
一
号
の
「
営
業
ノ
譲
渡
」
に
該
当
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す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
の
い
ず
れ
の
説
を
採
っ
て
も

同
じ
な
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

　
判
旨
は
、
本
件
契
約
当
時
．
Y
会
社
は
国
際
会
議
部
の
営
業
（
以
下
、

「
本
件
営
業
」
と
言
う
。
）
を
廃
止
し
て
お
り
、
営
業
そ
の
も
の
が
存
在
し

た
と
認
め
ら
れ
る
証
拠
が
な
い
の
で
、
本
件
契
約
は
商
法
第
二
四
五
条
一

項
｝
号
の
「
営
業
ノ
譲
渡
」
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

　
判
旨
は
、
「
『
営
業
ノ
重
要
ナ
一
部
』
と
は
、
一
定
の
営
業
目
的
の
た
め

に
組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
財
産
（
得
意
先
関
係
な

ど
の
経
済
的
価
値
あ
る
事
実
関
係
を
含
む
。
）
の
重
要
な
一
部
を
意
味
す

る
と
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
、
営
業
を
構
成
す
る
財
産
の
中
に
は

得
意
先
関
係
な
ど
の
経
済
的
価
値
あ
る
事
実
関
係
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
認

め
な
が
ら
、
国
際
部
の
業
務
は
、
「
機
械
な
ど
の
工
作
物
や
不
動
産
な
ど

を
有
機
的
に
結
合
さ
せ
、
こ
れ
を
活
用
し
て
業
務
を
行
う
と
い
う
も
の
で

な
く
、
全
く
の
人
的
サ
ー
ビ
ス
業
務
で
あ
り
、
受
注
し
た
仕
事
を
職
員
が

通
訳
な
ど
の
外
部
の
専
門
的
ス
タ
ッ
フ
を
活
用
し
て
遂
行
し
て
い
く
も
の

で
あ
り
、
営
業
用
財
産
と
し
て
格
別
に
重
要
な
も
の
は
な
く
、
い
わ
ば
人

そ
の
も
の
が
客
観
的
意
義
の
営
業
を
構
成
し
て
い
た
も
の
と
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
」
と
し
た
上
で
、
「
昭
和
五
〇
年
一
二
月
二
七
日
を
も
っ
て
国

際
会
議
部
を
廃
止
し
．
職
員
も
全
員
解
雇
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件

契
約
の
時
点
で
は
国
際
会
議
部
の
営
業
そ
の
も
の
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
。
」

と
述
べ
て
い
る
．

　
国
際
会
議
部
は
、
国
際
会
議
関
連
業
務
お
よ
び
国
際
会
議
に
関
係
し
な

い
通
訳
、
翻
訳
制
作
業
務
を
行
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
内
容
は
、
仲

立
・
取
次
ま
た
は
代
理
に
関
す
る
行
為
（
商
法
第
五
〇
二
条
一
項
一
号
・

二
号
）
お
よ
び
斡
旋
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
営
業
に
お
い
て
は
物
的
な

財
産
を
全
く
欠
く
か
ほ
と
ん
ど
欠
く
の
で
あ
り
（
加
藤
勝
郎
、
商
法
第
二

四
五
条
に
お
け
る
営
業
譲
渡
・
専
大
法
研
紀
要
2
民
事
法
の
諸
問
題
1
・

一
〇
一
、
扁
〇
六
〔
一
九
七
六
〕
）
、
財
産
的
価
値
あ
る
事
実
関
係
が
客
観

的
意
義
の
営
業
の
構
成
要
素
の
大
部
分
を
占
め
る
の
で
あ
る
が
、
判
旨
は
．

「
人
そ
の
も
の
が
客
観
的
意
義
の
営
業
を
構
成
し
て
い
た
。
」
と
述
べ
る
だ

け
で
あ
っ
て
、
人
以
外
に
ど
の
よ
う
な
財
産
的
価
値
あ
る
事
実
関
係
が
存

在
し
た
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
営
業
用
財
産
と
し
て
．
人

以
外
に
い
か
な
る
事
実
関
係
が
存
在
し
た
か
は
、
裁
判
所
の
専
権
に
属
す

る
事
実
認
定
の
問
題
で
あ
っ
て
、
事
実
認
定
の
前
提
は
、
訴
訟
当
事
者
に

よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
証
拠
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
裁
判
所
が
認
定

し
た
以
上
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
を
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
筆
者
と
し

て
は
．
そ
の
事
実
認
定
を
云
々
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
が
．
敢

え
て
述
べ
れ
ぽ
、
こ
の
事
実
認
定
に
は
疑
間
が
あ
る
。

　
Y
会
社
の
国
際
会
議
部
の
業
務
を
推
測
す
る
と
、
国
際
会
議
を
開
催
で

き
る
諸
団
体
、
そ
れ
を
開
催
で
き
る
場
所
（
ホ
テ
ル
お
よ
び
会
議
場
等
）

お
よ
び
そ
れ
ら
に
派
遣
で
き
る
通
訳
個
人
と
そ
の
所
属
団
体
に
関
す
る
十

分
な
知
識
と
人
的
な
繋
が
り
を
持
ち
、
こ
れ
ら
の
知
識
と
人
的
な
繋
が
り

を
確
保
・
発
展
さ
せ
、
管
理
・
活
用
す
る
こ
と
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
が
．

客
観
的
意
義
の
営
業
の
主
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
（
同
旨
、
大
塚
龍
児
、
本

件
判
批
・
判
時
二
二
一
八
・
二
一
五
、
一
二
七
〔
一
九
八
九
〕
）
．

　
判
旨
が
、
Y
会
社
に
お
け
る
国
際
会
議
部
の
営
業
は
休
業
で
は
な
く
廃
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止
さ
れ
て
存
在
し
な
か
っ
た
と
判
断
し
た
過
程
に
決
定
的
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
の
は
、
Y
会
社
に
お
い
て
職
員
全
員
を
解
雇
し
た
こ
と
で
あ
る
と
推

測
さ
れ
る
が
、
国
際
営
業
部
の
職
員
と
は
、
ど
の
よ
う
な
経
歴
と
知
識
を

持
ち
、
ど
の
よ
う
な
職
務
に
あ
た
る
従
業
員
で
あ
っ
た
か
は
、
必
ず
し
も

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
判
旨
が
、
「
受
注
し
た
仕
事
を
職
員
が
通
訳

な
ど
外
部
の
専
門
的
ス
タ
ッ
フ
を
活
用
し
て
遂
行
し
て
い
く
。
」
と
述
べ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
職
員
ら
が
ノ
ウ
ハ
ウ
を
保
有
し
て
い
た
も
の

と
窺
え
な
く
も
な
い
が
、
職
員
を
解
雇
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Y
会
社

に
お
い
て
「
国
際
会
議
部
を
存
続
さ
せ
（
復
活
の
意
味
で
あ
ろ
う
）
」
、
「
国

際
会
議
関
連
業
務
お
よ
び
通
訳
・
翻
訳
作
成
業
務
を
続
け
」
、
「
X
会
社
の

業
務
と
競
合
す
る
状
態
が
継
続
す
る
に
至
っ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
職
員

は
、
単
に
通
訳
等
の
専
門
家
と
の
連
絡
お
よ
び
指
示
に
当
た
る
存
在
に
過

ぎ
な
い
も
の
と
理
解
さ
れ
、
依
然
と
し
て
、
Y
会
社
が
（
さ
ら
に
言
え
ば
、

Y
会
社
の
代
表
取
締
役
A
が
）
、
ノ
ウ
ハ
ウ
を
保
有
し
て
い
た
も
の
と
い

う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
本
件
契
約
第
一
条
に
お
い
て
、
諸
国
際
会
議
関
係
者
団

体
の
会
員
た
る
権
利
、
国
際
会
議
部
で
実
施
し
て
き
た
全
業
務
を
推
進
す

る
権
利
お
よ
び
関
係
全
ス
タ
ッ
フ
リ
ス
ト
（
国
際
会
議
に
利
用
ま
た
は
派

遣
で
き
る
通
訳
お
よ
び
団
体
等
の
住
所
・
氏
名
ま
た
は
名
称
等
が
記
載
さ

れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
．
）
を
、
Y
会
社
が
B
に
譲
渡
す
る
こ
と
が
定

め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
．
本
件
契
約
は
、
商
法
第
二
四
五
条
一
項
一
号

に
い
う
「
営
業
ノ
譲
渡
」
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
れ
が
営
業
の
重
要
な
一
部
の
譲
渡
に
当

た
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
学
説
上
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
会
社
財
産
の

三
割
程
度
を
扁
応
の
目
安
と
し
つ
つ
も
、
具
体
的
に
考
慮
す
べ
き
事
項
と

し
て
、
譲
渡
対
象
の
有
望
性
、
収
益
性
、
固
定
資
産
の
割
合
、
売
上
高
の

割
合
な
ど
を
挙
げ
る
見
解
が
あ
る
が
（
山
下
眞
弘
、
営
業
の
重
要
な
る
一

部
譲
渡
の
具
体
的
検
討
、
島
大
法
学
二
四
・
一
・
四
七
、
五
一
〔
一
九
八

○
〕
）
、
判
旨
は
、
売
上
高
の
基
準
を
採
り
、
国
際
会
議
部
の
営
業
が
Y
会

社
の
全
収
入
の
過
半
（
約
六
割
）
を
占
め
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、

国
際
会
議
部
の
営
業
は
、
廃
止
さ
れ
る
以
前
は
営
業
の
重
要
な
一
部
に
該

当
し
た
と
判
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
先
例
と
し
て
は
、
譲
渡

の
対
象
と
な
っ
た
営
業
が
九
割
を
超
え
て
い
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
営
業

の
重
要
な
一
部
の
譲
渡
で
あ
る
と
し
た
東
京
地
判
昭
和
三
三
年
六
月
一
〇

目
（
下
民
九
・
六
・
一
〇
三
八
）
、
お
よ
び
八
割
を
占
め
て
い
た
こ
と
を

理
由
と
し
て
営
業
の
重
要
な
一
部
の
譲
渡
で
あ
る
と
し
た
東
京
高
判
昭
和

五
三
年
五
月
二
四
日
（
判
タ
三
六
八
・
二
四
八
）
が
あ
り
、
本
件
判
旨
は
、

こ
れ
に
一
事
例
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
筆
者
と
し
て
も
、
こ
の
結
論
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
，
本
件
契
約
の
締
結
に
は
、
商
法
第
二
四
五
条
一
項
一
号
に
よ
り
、

株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
経
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

問
が
残
る
（
同
旨
、
大
塚
・
前
掲
一
二
六
、
神
作
裕
之
・
本
件
判
批
・
ジ

ュ
リ
ス
ト
九
六
三
・
二
二
九
、
一
四
〇
〔
一
九
九
〇
〕
）
。

二
　
本
件
契
約
へ
の
商
法
第
二
四
五
条
一
項
一
号
の
類
推
適
用
の
可
否

　
営
業
譲
渡
と
い
う
債
権
契
約
の
効
果
と
し
て
、
組
織
化
さ
れ
有
機
的
一
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体
と
し
て
機
能
す
る
営
業
財
産
の
譲
渡
の
他
に
、
営
業
者
の
地
位
の
承
継

を
含
む
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
学
説
上
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
既
に
述
べ
た
が
、
さ
ら
に
競
業
避
止
義
務
を
負
う
こ
と
の
合
意

が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
学
説
上
、
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
、

多
数
説
は
こ
れ
を
否
定
す
る
（
鴻
常
夫
・
商
法
総
則
一
三
四
〔
一
九
七

九
〕
、
竹
内
昭
夫
・
判
批
・
法
協
八
三
・
四
・
六
二
〇
、
六
三
〇
〔
一
九

六
六
〕
、
同
判
批
・
会
社
法
判
例
百
選
〔
第
五
版
一
九
九
二
〕
五
八
、
五

九
、
服
部
・
前
掲
書
四
一
四
、
山
下
・
本
件
判
批
・
島
大
法
学
三
三
二
・

一
七
三
、
一
七
九
〔
一
九
八
九
〕
）
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
昭
和
四
〇
年
九
月
二
二
日
最
高
裁
大
法
廷
判
決

（
民
集
一
九
・
六
・
一
六
〇
）
は
、
競
業
避
止
義
務
の
合
意
を
必
要
と
す
る

と
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
（
た
と
え
ば
神
作
・
前
掲
一
四
一
）
、

有
力
説
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
し
て
い
る
（
鴻
教

授
は
、
「
商
法
第
二
五
条
に
定
め
る
競
業
避
止
義
務
の
存
在
が
営
業
の
譲

渡
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
か
ね
な

い
表
現
を
と
っ
て
い
る
点
を
除
け
ば
、
こ
の
大
法
廷
判
決
の
立
場
に
賛
成

し
て
よ
い
と
考
え
る
。
」
と
す
る
〔
鴻
・
前
掲
書
一
二
八
、
結
果
同
旨
・
大

塚
前
掲
二
一
七
～
二
一
八
〕
）
。

　
そ
こ
で
．
昭
和
四
〇
年
九
月
二
二
日
最
高
裁
大
法
廷
判
決
を
検
討
す
る

と
、
多
数
意
見
は
「
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
に
よ
っ
て
特
別
決
議
を
経

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
営
業
の
譲
渡
と
は
、
…
…
譲
渡
会
社
が
そ
の
譲
渡

の
限
度
に
応
じ
法
律
上
当
然
に
同
法
二
五
条
に
定
め
る
競
業
避
止
義
務
を

負
う
結
果
を
伴
う
も
の
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
述

ぺ
て
い
る
．
こ
れ
を
素
直
に
読
む
と
、
多
数
意
見
は
、
営
業
譲
渡
の
法
律

上
当
然
の
効
果
と
し
て
、
商
法
第
二
五
条
所
定
の
競
業
避
止
義
務
を
負
う

結
果
を
伴
う
と
言
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
ず
、
競
業
避
止
義
務
を
負
う
こ
と

が
営
業
譲
渡
と
い
う
債
権
契
約
の
合
意
の
内
容
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
そ

の
契
約
は
商
法
第
二
四
五
条
一
項
一
号
の
営
業
譲
渡
に
当
た
ら
な
い
と
言

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
。

　
本
件
判
旨
も
、
「
商
法
二
四
五
条
一
項
一
号
が
会
社
の
営
業
の
重
要
な

一
部
を
譲
渡
す
る
に
つ
い
て
株
主
総
会
の
特
別
決
議
を
要
求
し
て
い
る
の

は
、
…
…
法
律
上
も
一
定
の
地
域
及
び
期
間
内
に
お
い
て
競
業
避
止
義
務

を
負
（
う
か
ら
で
あ
る
。
）
」
と
述
ぺ
て
い
る
の
に
過
ぎ
ず
、
営
業
譲
渡
と

い
う
債
権
契
約
の
合
意
の
内
容
と
し
て
競
業
避
止
義
務
を
負
う
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
．

　
筆
者
と
し
て
は
、
競
業
避
止
義
務
は
、
営
業
譲
渡
に
商
法
第
二
五
条
が

適
用
さ
れ
る
結
果
、
生
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
、
営
業
譲
渡
契
約
の
法
律
効

果
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
営
業
譲
渡
と
い
う
債
権
契
約
の

合
意
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
の
よ
う
に
理

解
す
る
と
、
本
件
判
旨
が
、
本
件
契
約
に
よ
っ
て
は
何
ら
の
権
利
を
も
譲
渡

さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
Y
会
社
の
営
業
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認

定
し
、
本
件
契
約
は
営
業
譲
渡
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
商
法
第
二
四
五
条

一
項
一
号
の
適
用
を
否
定
し
つ
つ
、
本
件
契
約
に
は
商
法
第
二
五
条
の
競

業
避
止
義
務
よ
り
も
厳
重
な
、
地
域
お
よ
び
期
間
に
制
限
を
設
け
な
い
競

業
避
止
義
務
を
負
う
合
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
し
て
商
法
第
二
四
五
条
一
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項
一
号
を
類
推
適
用
し
た
こ
と
は
、
論
理
的
に
矛
盾
す
る
と
と
も
に
、
論

理
の
飛
躍
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
し
（
同
旨
、
丸
山
・
本
件
判
批
・

金
判
七
九
五
・
四
一
、
四
六
〔
一
九
八
八
〕
、
神
作
・
前
掲
一
四
一
は
、
「
た

ん
な
る
競
業
避
止
契
約
の
締
結
に
株
主
総
会
の
特
別
決
議
が
必
要
か
ど
う

か
は
、
本
件
判
決
の
射
程
外
の
間
題
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
）
、
本
件
判
旨
は
、

「
商
法
第
二
四
五
条
第
一
項
第
一
号
に
よ
り
そ
の
譲
渡
に
つ
き
株
主
総
会

の
特
別
決
議
を
必
要
と
す
る
『
営
業
の
重
要
な
一
部
』
と
は
、
一
定
の
営

業
目
的
の
た
め
に
組
織
化
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
機
能
す
る
財
産
（
得

意
先
関
係
等
の
経
済
的
価
値
あ
る
事
実
関
係
を
含
む
。
）
の
重
要
な
一
部

を
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
，
商
法
第
二
四
五
条
一
項

一
号
に
言
う
営
業
の
譲
渡
の
意
義
は
、
昭
和
四
〇
年
最
高
裁
大
法
廷
判
決

と
同
様
に
、
商
法
第
二
五
条
に
言
う
営
業
の
譲
渡
と
同
一
で
あ
る
も
の
と

理
解
し
て
い
る
が
、
最
高
裁
大
法
廷
判
決
が
、
商
法
第
二
四
五
条
一
項
吋

号
に
言
う
営
業
の
譲
渡
の
意
義
を
、
商
法
第
二
五
条
に
言
う
営
業
の
譲
渡

と
同
一
で
あ
る
も
の
と
判
断
し
た
根
拠
は
、
法
律
関
係
の
明
確
性
と
取
引

の
安
全
で
あ
り
、
法
律
関
係
の
明
確
性
と
取
引
の
安
全
と
い
う
観
点
か
ら

す
る
と
、
実
質
上
同
じ
で
あ
る
と
か
、
会
社
の
存
立
に
重
大
な
影
響
を
及

ぽ
す
と
い
っ
た
、
抽
象
的
な
基
準
に
よ
っ
て
本
条
の
類
推
適
用
を
認
め
る

こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
（
同
旨
・
大
塚
前
掲
一
二
八
）
。

三
　
本
件
競
業
避
止
契
約
と
公
序
良
俗
違
反

　
判
旨
は
、
本
件
競
業
避
止
契
約
は
、
公
序
良
俗
（
民
九
〇
条
）
に
違
反

し
無
効
で
あ
る
と
す
る
。
既
に
判
旨
は
、
本
件
契
約
に
商
法
第
二
四
五
条

一
項
一
号
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
無
効
で
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
以
上
、
本
件
説
示
の
必
要
は
な
か
っ
た
が
、
判
旨

が
言
う
よ
う
に
、
期
間
お
よ
び
地
域
が
無
限
定
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち

に
こ
れ
を
全
部
無
効
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
．

期
間
お
よ
び
地
域
が
無
限
定
だ
と
し
て
も
、
合
理
的
な
期
間
お
よ
び
地
域

の
範
囲
内
に
お
い
て
、
そ
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
（
同
旨
、
神
作
・
前
掲
一
四
二
、
丸
山
秀
平
・
本
件
判
批
・
金
判

七
九
五
・
四
一
、
四
六
（
一
九
八
八
）
。
そ
の
際
に
参
考
と
さ
れ
る
べ
き

は
、
商
法
第
二
五
条
二
項
の
規
定
で
あ
り
、
こ
の
規
定
の
限
度
に
お
い
て
、

競
業
避
止
契
約
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
に

解
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
事
実
関
係
の
認
定
が
必
要
で
あ
り
、

本
件
判
旨
の
事
実
認
定
の
下
に
お
い
て
、
合
理
的
な
制
限
の
範
囲
を
判
断

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（
付
記
）
本
件
に
つ
い
て
の
判
例
研
究
と
し
て
は
、
本
文
中
に
お
い
て
引
用
し
た

も
の
の
ほ
か
、
渋
川
孝
夫
・
本
件
判
批
・
判
タ
六
七
五
・
一
七
（
一
九
八
八
）

が
あ
る
。

並
木
　
和
夫
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